
� 切削動力及びトルク １件 ２，４４０ １，２２０ ３，９９０ ２，４１０

３ 電子に関する試験

� ノイズ耐性試験 １件 １，８８０ ２，３１０

� ノイズ測定 １件 ３，５６０ ４，６２０

� 電流測定、電圧測定及び周波数測定 １件 １，６８０ ４００ ２，３１０ ８００

� プログラム解析 １件 ３，０４０ ４，６２０

� 形状確認 １件 ３，０４０ ４，７２０

� 電波伝送反射特性測定 １件 ３，７８０ ４，６２０

４ 油脂類に関する試験

� 化学試験 １件 ３，６６０ ２，２４０ ５，３５０ ２，９４０

� 物理試験 １件 ２，０２０ ３，０４０

５ 木竹材料及びその製品に関する試験

物理試験 １件 ４，０６０ ２，６４０ １，２２０ ６，９３０ ４，６２０ ２，３１０

６ 燃料類に関する試験

� 一般 １件 ３，０４０ ４，８３０

� 発熱量 １件 ３，６６０ ４，６２０

� 全硫黄 １件 ６，７２０ ９，６６０

７ 工業用水及び廃水に関する試験

化学試験 １件 ４，２８０ ３，４６０ １，６２０ ７，１４０ ５，０４０ ２，５２０

８ その他の化学試験及び物理試験

� 化学試験 １件 ３，４６０ ２，４４０ １，６２０ ５，０４０ ２，７３０ ２，３１０

� 物理試験 １件 ３，２６０ ２，２４０ １，２２０ ４，８３０ ２，７３０ ２，３１０

図案調製等 １ 図案調製 １件 ３０，２４０ ３０，２４０

２ 図面調整 １枚 ６，１００ ６，７２０

食品 試験 １ 食品類に関する試験

産業 � 微生物 １件 ７，３２０ ４，４８０ ２，８４０ １０，０８０ ７，１４０ ４，６２０

関係 � 酵素 １件 ５，５００ ４，２８０ ３，２６０ ７，７７０ ７，１４０ ５，７７０

� 食品添加物 １件 ６，３２０ ３，８６０ ２，７３０ ９，５５０ ４，７２０ ２，７３０

� 異物 １件 ２，０２０ ３，４６０

� 容器又は包装 １件 ８，３４０ ４，６８０ ２，２４０ １３，６５０ ７，１４０ ３，４６０

２ その他の化学試験及び物理試験

� 化学試験 １件 ３，４６０ ２，４４０ １，６２０ ５，０４０ ２，７３０ ２，３１０

� 物理試験 １件 ３，２６０ ２，２４０ １，２２０ ４，８３０ ２，７３０ ２，３１０

窯業 試験 １ 機械的性能試験 １件 １，４２０ ２，３１０

関係 ２ 一般物理的性能試験

� 粉末細度 １件 ３，６６０ ２，６４０ ５，０４０ ３，２５０

� 吸水率 １件 １，６２０ ２，４１０

� 粒度試験 １件 ７，９８０ ９，１３０

� 耐風試験 １件 ７，５６０ ９，２４０

� 耐震試験 １件 ４，４００ ５，３５０

３ 耐火度試験 １件 ９，９７０ ９，９７０

４ 熱膨張率試験 １件 ６，１００ ９，４５０

５ 耐寒度試験 １件 ９，９８０ １０，９２０

６ 測色試験 １件 ３，９８０ ４，５１０
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７ 焼成試験

� ガス炉 １件 ２７，８２０ ２７，８２０

� 電気炉 １件 ２２，０５０ ２２，０５０

はい土、ゆ

う薬、顔料

等調製及び

加工

はい土、ゆう薬、顔料等調製及び加工 １件 ２５，５１０ ２５，５１０

図案調製 図案調製 １件 ２９，１４０ ３０，４５０

繊維 試験 １ 化学試験 １件 ２，６４０ ９４０ ８００ ３，２５０ ９４０ ８４０

産業 ２ 物理試験 １件 ２，４４０ １，２２０ ８００ ３，２５０ １，５７０ １，４７０

関係 染織整理等 １ 精練漂白

試作加工 � 綿、化学合成繊維 １キログラム ５２０ ４２０ ３１０ ５２０ ４２０ ３１０

� チーズ、さらしのり付乾燥 １キログラム ５２０ ４２０ ３１０ ５２０ ４２０ ３１０

２ 染色

� 人絹糸 １キログラム ６００ ４００ ２００ １，２００ ８００ ４００

� 絹糸 １キログラム １，０００ ６００ ４００ １，７８０ １，２００ ８００

� 化学合成繊維糸 １キログラム １，０５０ ７３０ ５２０ １，０５０ ７３０ ５２０

� チーズ染色乾燥 １キログラム ９４０ ６３０ ５２０ ９４０ ６３０ ５２０

� かすり染色 １キログラム １，４２０ １，０００ ６００ １，５７０ １，３６０ １，０５０

� 後染加工 １キログラム １，２６０ ９４０ ８４０ １，２６０ ９４０ ８４０

� なつ染 １メートル ２，６４０ １，８２０ ３，０４０ ２，２００

� 無製版なつ染 １メートル ５，５６０ ５，５６０

３ より糸

� 片より １キログラム ４００ ８００

� もろより １キログラム ６００ ４００ ２００ １，２００ ８００ ４００

� 強より １キログラム ６００ ４００ １，２００ ８００

� 飾糸 １キログラム １，４２０ １，０００ ２，８４０ １，５７０

４ 製織

� 交織織物 １メートル ４００ ２００ ８００ ４００

� 綿、その他織物 １メートル ４００ ２００ ８００ ４００

� 化学合成繊維織物 １メートル ６００ ４００ ２００ １，２００ ８００ ４００

� ジャガードパイル織物 １メートル ８００ ４００ ２００ １，３６０ ７３０ ４００

� ドビーパイル織物 １メートル ４００ ２００ ７３０ ４００

� 普通パイル織物 １メートル ４００ ２００ ７３０ ４００

� 特殊パイル織物 １メートル １，０００ ６００ ２００ ２，０００ １，２００ ４００

� 製織準備料 １件 ２３，２４０ １５，６８０ ９，５８０ ３２，２３０ ２０，６８０ １３，７５０

５ 整経 １０メートル ６００ ４００ ２００ １，０５０ ８００ ４００

図案調製 図案調製 １件 ２３，０２０ ２８，６６０

紙産 試験 １ 物理試験 １件 ５，９００ ３，４６０ １，８２０ ６，７２０ ４，５１０ ２，２００

業関 ２ 化学試験 １件 ７，１２０ ５，９００ ３，８６０ １０，６００ ７，１４０ ４，６２０

係 ３ 応用試験

� 紙葉調製 １件 ６，７２０ １０，２９０

� こう解試験 １件 ５，５００ ２，０２０ ７，７７０ ４，０４０

共通 分析 １ 定性分析 １成分 ３，４６０ ２，８４０ １，４２０ ５，１４０ ４，７２０ ２，３１０
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２ 定量分析 １成分 ６，１００ ４，２８０ １，６２０ ６，５１０ ５，５６０ ２，４１０

３ 特殊分析 １成分 １８，６９０ ４，８２０ １８，６９０ ５，０４０

謄本 謄本 １部又は１枚 ５００ ５００

注１ 「Ａ」、「Ｂ」及び「Ｃ」とは、次の区分をいう。

「Ａ」 試験等の作業が非常に複雑であり、かつ、特に多額の経費を要するもの

「Ｂ」 試験等の作業がやや複雑であり、かつ、標準以上に経費を要するもの

「Ｃ」 試験等の作業、経費ともに普通のもの

２ Ａ欄のみに掲げる試験等の手数料の額については、その額の範囲内で所長が定める額とする。

３ 細別の欄に掲げる試験等以外のものについては、条例別表に定める額の範囲内で所長が定める額とする。

６ 第６条の規定による改正後の愛媛県農林水産研究所使用規則別表の規定は、施行日以後の分析等の依頼又は施設の使用の申請に係る使

用料について適用し、施行日前の分析等の依頼又は施設の使用の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

�愛媛県規則第１９号
愛媛県立医療技術大学学則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２１年３月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県立医療技術大学学則の一部を改正する規則

愛媛県立医療技術大学学則（平成１５年愛媛県規則第７０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（単位の授与）

第２８条 授業科目を履修した者には、試験その他の学修の評価によ

り、所定の単位を与えるものとする。

２ 学修の評価の方法及び 基準は、教授会の議を経て

学長が定める。

（単位の授与）

第２８条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には

、所定の単位を与えるものとする。

２ 単位の認定の方法及び学修の評価の基準は、教授会の議を経て

学長が定める。

別表を次のように改める。

別表（第２５条、第３９条関係）

１ 看護学科の授業科目及び単位数

区 分 授 業 科 目
単位数

卒業に必要な単位数
必修 選択 自由

共

通

教

育

科

目

教養科

目

科学論

愛媛の文化

国際文化コミュニケーションＡ

国際文化コミュニケーションＢ

現代メディア論

性と健康

社会学

文学

哲学

法学

文化人類学

環境科学

大学コンソーシアムえひめ「共同授業」

１

１

１

１

１

１

２

２

２

２

２

２

２

必修科目２単位及び

選択科目６単位以上

基礎科

目

初学者ゼミ

基礎ゼミ

研究の基礎

日本語表現法

基礎科学Ａ（生物コース）

基礎科学Ｂ（化学コース）

１

１

１

１

１

１

必修科目１６単位並び

に選択科目生物学、

化学又は物理学の中

から１単位以上及び

スポーツＡ、スポー

ツＢ又はエクササイ
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基礎科学Ｃ（物理コース）

生物学

化学

物理学

情報科学

統計学

生命科学

生命倫理

心理学

コミュニケーション論

英語Ⅰ

英語Ⅱ

英会話Ⅰ

英会話Ⅱ

スポーツＡ

スポーツＢ

エクササイズ

２

１

１

１

２

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１ ズの中から１単位以

上

専

門

基

礎

科

目

医療の

基礎

医療概論

医療と法

医療と安全

チーム医療

１

１

１

１

必修科目４単位

人間の

身体と

精神

人体の構造・機能Ⅰ

人体の構造・機能Ⅱ

人体の構造・機能Ⅲ

生命活動と代謝

保健行動論

生涯発達心理学

カウンセリング入門

人間工学

ヒトの遺伝学

１

１

１

１

１

１

１

１

１

必修科目６単位及び

選択科目１単位以上

疾病の

成り立

ちと回

復

疾病発生の機序

感染と免疫

臨床病態学Ⅰ

臨床病態学Ⅱ

臨床病態学Ⅲ

臨床病態学Ⅳ

薬と健康

食と栄養

リハビリテーション医療

放射線医学

１

１

１

１

１

１

２

１

１

１

必修科目９単位及び

選択科目リハビリテ

ーション医療、放射

線医学又は社会のし

くみと健康の区分医

療と経済の中から１

単位以上

社会の

しくみ

と健康

医療と経済

社会保障制度論

保健福祉行政論

公衆衛生学

疫学

保健統計学

２

２

２

１

１

１ 必修科目８単位

専

門

科

目

専

門

分

野

一

基

礎

看

護

学

看護学概論

看護倫理

基礎看護方法論Ⅰ（基盤となる援助技術）

基礎看護方法論Ⅱ（生活援助技術）

基礎看護方法論Ⅲ（治療に伴う援助技術）

フィジカルアセスメント

１

１

１

２

２

１

必修科目１２単位
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看護過程

基礎看護学実習Ⅰ（生活と治療に伴う援助）

基礎看護学実習Ⅱ（看護過程）

１

１

２

専

門

分

野

二

成

人

看

護

学

成人看護対象論

急性期看護方法論

慢性期看護方法論

終末期・緩和ケア方法論

急性期看護論実習

慢性期看護論実習

１

２

２

１

３

３

必修科目１２単位

老

年

看

護

学

老年看護対象論

老年看護方法論

老年看護学実習

１

２

３

必修科目６単位

小

児

看

護

学

小児看護対象論

小児看護方法論

小児看護学実習

１

２

２

必修科目５単位

母

性

看

護

学

母性看護対象論

母性看護方法論

母性看護学実習

１

２

２

必修科目５単位

精

神

看

護

学

メンタルヘルス論Ⅰ

精神看護対象論

精神看護方法論

精神看護学実習

１

１

２

２

必修科目６単位

統

合

・

発

展

分

野

地

域

・

在

宅

看

護

学

地域看護学概論

地域看護方法論

ヘルスプロモーション活動論

地域ケアマネジメント論

家族看護論

在宅看護論

在宅看護論実習

地域看護学実習

１

２

２

１

１

２

２

４

必修科目１５単位

統

合

科

目

ふれあい実習

技術特論

総合実習

看護管理

看護研究

１

１

２

２

２

必修科目８単位

発

展

科

目

メンタルヘルス論Ⅱ

住環境と福祉用具

現代社会と女性の健康

新生児・未熟児の看護と家族支援

がん看護

認知症ケア

看護教育学

特別看護講座

１

１

１

１

１

１

１

１

選択科目メンタルヘ

ルス論Ⅱ、住環境と

福祉用具、現代社会

と女性の健康又は新

生児・未熟児の看護

と家族支援の中から

２単位以上及び選択

科目がん看護、認知

症ケア、看護教育学
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又は特別看護講座の

中から２単位以上

助

産

学

助産学概論

助産診断・技術学Ⅰ

助産診断・技術学Ⅱ

助産学実習

１

２

３

６

必修科目１２単位（助

産学の選択者以外は

受講できない。）

計 １２６ ３８ ３

合計１２８単位以上（助

産学の選択者にあっ

ては、１４０単位以上）

２ 臨床検査学科の授業科目及び単位数

区 分 授 業 科 目
単位数

卒業に必要な単位数
必修 選択 自由

共

通

教

育

科

目

教養科

目

科学論

愛媛の文化

国際文化コミュニケーションＡ

国際文化コミュニケーションＢ

現代メディア論

性と健康

社会学

文学

哲学

法学

文化人類学

環境科学

大学コンソーシアムえひめ「共同授業」

１

１

１

１

１

１

２

２

２

２

２

２

２

必修科目２単位及び

選択科目６単位以上

基礎科

目

初学者ゼミ

基礎ゼミ

研究の基礎

日本語表現法

基礎科学Ａ（生物コース）

基礎科学Ｂ（化学コース）

基礎科学Ｃ（物理コース）

生物学

化学

物理学

情報科学

統計学

生命科学

生命倫理

心理学

コミュニケーション論

英語Ⅰ

英語Ⅱ

英会話Ⅰ

英会話Ⅱ

スポーツＡ

スポーツＢ

エクササイズ

１

１

１

１

２

１

１

１

２

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

必修科目１６単位並び

に選択科目生物学、

化学又は物理学の中

から２単位以上及び

スポーツＡ、スポー

ツＢ又はエクササイ

ズの中から１単位以

上
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専

門

基

礎

科

目

医療の

基礎

医療概論

医療と法

医療と安全

チーム医療

１

１

１

１

必修科目４単位

人間の

身体と

精神

人体の構造・機能Ⅰ

人体の構造・機能Ⅱ

人体の構造・機能Ⅲ

人体の構造・機能実習

ヒトの遺伝学

患者家族の心理

生涯発達心理学

カウンセリング入門

人間工学

１

１

１

２

１

１

１

１

１

必修科目７単位及び

選択科目生涯発達心

理学、カウンセリン

グ入門、人間工学、

疾病の成り立ちと回

復の区分リハビリテ

ーション医療、放射

線医学、社会のしく

みと健康の区分医療

と経済、社会保障制

度論又は保健福祉行

政論の中から２単位

以上

疾病の

成り立

ちと回

復

臨床病態学Ⅰ

臨床病態学Ⅱ

臨床病態学Ⅴ

薬と健康

食と栄養

リハビリテーション医療

放射線医学

１

１

１

２

１

１

１

必修科目６単位

社会の

しくみ

と健康

医療と経済

社会保障制度論

保健福祉行政論

環境衛生学

公衆衛生学

公衆衛生学実習

疫学

１

２

１

１

１

２

２

必修科目５単位

検査の

基礎

分析化学

生化学

生化学実習

医用物理学

医用工学

医用工学実習

２

２

１

２

１

１

必修科目９単位

専

門

科

目

形態検

査学

病理学

病理学実習

病理組織細胞学

病理組織細胞学実習

血液学

臨床血液学

臨床血液学実習

１

１

２

１

１

２

１

必修科目９単位

生体試

料分析

検査学

臨床検査総論

臨床検査総論実習

臨床検査機器総論

臨床化学Ⅰ

臨床化学Ⅱ

臨床化学実習

放射線検査概論

２

１

１

２

２

１

１

必修科目１４単位
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分子生物学

遺伝子検査学

遺伝子検査学実習

１

２

１

感染・

生体防

御検査

学

微生物学

臨床微生物学Ⅰ

臨床微生物学Ⅱ

微生物学実習

臨床微生物学実習

医動物学

免疫学

臨床免疫学

臨床免疫学実習

輸血移植検査学

輸血移植検査学実習

１

２

１

１

１

２

１

２

１

１

１

必修科目１４単位

生理機

能検査

学

生理機能検査学Ⅰ

生理機能検査学Ⅱ

生理機能検査学実習Ⅰ

生理機能検査学実習Ⅱ

画像検査学

２

２

１

１

１

必修科目７単位

検査総

合管理

学

臨床検査学概論

検査管理学

院内感染管理学

医療情報学

１

２

１

１

必修科目５単位

医学検

査の実

践

臨地実習Ⅰ

臨地実習Ⅱ

臨地実習Ⅲ

１

２

７

必修科目１０単位

医学検

査の応

用・発

展

医学検査診断学Ⅰ

医学検査診断学Ⅱ

医学検査研究

医学検査セミナー

３

２

４

１

必修科目９単位

食品衛

生管理

者・食

品衛生

監視員

の任用

資格取

得科目

食品関係法規

食品衛生学

衛生行政学

毒性学

１

１

１

２

計 １１７ ３４ ９

合計１２８単位以上（食

品衛生管理者・食品

衛生監視員の任用資

格を取得するため

には、１３３単位以上）

附 則

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。

２ 改正後の愛媛県立医療技術大学学則別表の規定は、この規則の施行の日以後に愛媛県立医療技術大学に入学する者又は当該者の属す

る年次の在学生となる者に係る授業科目及び単位数について適用し、同日前に同校に入学した者又は当該者の属する年次の在学生とな

る者に係る授業科目及び単位数については、なお従前の例による。
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�愛媛県規則第２０号
愛媛県立看護専門学校学則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２１年３月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県立看護専門学校学則の一部を改正する規則

第１条 愛媛県立看護専門学校学則（平成９年愛媛県規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

目次

第１章 総則（第１条―第５条）

第２章 学年、学期及び休業日（第６条・第７条）

第３章 入学、休学、退学等（第８条―第１９条）

第４章 教育課程（第２０条―第２３条）

第５章 卒業（第２４条・第２５条）

第６章 職員組織等（第２６条・第２７条）

第７章 健康管理（第２８条）

第８章 授業料、入学料及び入学選考料（第２９条―第３２条）

第９章 賞罰（第３３条・第３４条）

第１０章 雑則（第３５条）

附則

第４条 省略

（自己評価）

第５条 学校は、教育水準の向上を図るとともに、第１条の目的を

達成するため、教育活動の状況について、自ら点検及び評価（以

下「自己評価」という。）を行うものとする。

２ 自己評価の結果は、学生、保護者その他の学校関係者に公表す

るよう努めるものとする。

３ 自己評価に関し必要な事項は、校長が定める。

第６条 省略

第７条 省略

第８条 省略

第９条 省略

第１０条 省略

第１１条 省略

第１２条 省略

第１３条 省略

（転入学）

第１４条 省略

２・３ 省略

４ 第１２条の規定は、第１項の規定により転入学を許可された者

（以下「転入学者」という。）について準用する。

５ 省略

第１５条 省略

第１６条 省略

第１７条 省略

第１８条 省略

（除籍）

第１９条 校長は、学生が次の各号のいずれかに該当するときは、こ

れを除籍することができる。

� 省略

� 第１５条第２項の休学期間を超えたとき。

�・� 省略

目次

第１章 総則（第１条―第４条）

第２章 学年、学期及び休業日（第５条・第６条）

第３章 入学、休学、退学等（第７条―第１８条）

第４章 教育課程（第１９条―第２２条）

第５章 卒業（第２３条・第２４条）

第６章 職員組織等（第２５条・第２６条）

第７章 健康管理（第２７条）

第８章 授業料、入学料及び入学選考料（第２８条―第３１条）

第９章 賞罰（第３２条・第３３条）

第１０章 雑則（第３４条）

附則

第４条 省略

第５条 省略

第６条 省略

第７条 省略

第８条 省略

第９条 省略

第１０条 省略

第１１条 省略

第１２条 省略

（転入学）

第１３条 省略

２・３ 省略

４ 第１１条の規定は、第１項の規定により転入学を許可された者

（以下「転入学者」という。）について準用する。

５ 省略

第１４条 省略

第１５条 省略

第１６条 省略

第１７条 省略

（除籍）

第１８条 校長は、学生が次の各号のいずれかに該当するときは、こ

れを除籍することができる。

� 省略

� 第１４条第２項の休学期間を超えたとき。

�・� 省略
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第２０条 省略

第２１条 省略

第２２条 省略

第２３条 省略

（卒業の認定）

第２４条 校長は、３年（第１４条第１項の規定により入学した者につ

いては、同条第５項の規定により定められた修業すべき年数）以

上在学し、別表に定める単位数を修得した学生について、卒業を

認定する。ただし、欠席日数（校長が定める欠席の日数を除

く。）が出席すべき日数の３分の１を超える学生については、こ

の限りでない。

第２５条 省略

第２６条 省略

第２７条 省略

第２８条 省略

第２９条 省略

第３０条 省略

第３１条 省略

第３２条 省略

第３３条 省略

第３４条 省略

第３５条 省略

様式第１号（第１０条関係） 省略

様式第２号（第１２条関係） 省略

様式第３号（第１４条関係） 省略

様式第４号（第１５条関係） 省略

様式第５号（第１６条関係） 省略

様式第６号（第１７条関係） 省略

様式第７号（第１８条関係） 省略

様式第８号（第２５条関係） 省略

第１９条 省略

第２０条 省略

第２１条 省略

第２２条 省略

（卒業の認定）

第２３条 校長は、３年（第１３条第１項の規定により入学した者につ

いては、同条第５項の規定により定められた修業すべき年数）以

上在学し、別表に定める単位数を修得した学生について、卒業を

認定する。ただし、欠席日数（校長が定める欠席の日数を除

く。）が出席すべき日数の３分の１を超える学生については、こ

の限りでない。

第２４条 省略

第２５条 省略

第２６条 省略

第２７条 省略

第２８条 省略

第２９条 省略

第３０条 省略

第３１条 省略

第３２条 省略

第３３条 省略

第３４条 省略

様式第１号（第９条関係） 省略

様式第２号（第１１条関係） 省略

様式第３号（第１３条関係） 省略

様式第４号（第１４条関係） 省略

様式第５号（第１５条関係） 省略

様式第６号（第１６条関係） 省略

様式第７号（第１７条関係） 省略

様式第８号（第２４条関係） 省略

第２条 愛媛県立看護専門学校学則の一部を次のように改正する。

別表を次のように改める。

別表（第２０条、第２４条関係）

授業科目及び単位数

授 業 科 目 単位数

基

礎

分

野

科学的思考の基礎 情報科学

哲学

論理学

統計学

１

１

１

１

人間と生活・社会の理解 社会学

心理学

人間関係論

文化人類学

教育学

保健体育

英語

１

１

１

１

１

２

３

計 １４

専

門

基

礎

人体の構造と機能、疾病の成

り立ちと回復の促進

人体形態機能病態学Ⅰ（解剖学総論、病理学総論）
こう

人体形態機能病態学Ⅱ（感染症、膠原病・アレルギー）

人体形態機能病態学Ⅲ（運動器系）

人体形態機能病態学Ⅳ（呼吸器系）

１

１

１

１
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分

野

人体形態機能病態学Ⅴ（循環器系）

人体形態機能病態学Ⅵ（消化器系）
じん

人体形態機能病態学Ⅶ（腎・泌尿器系、血液・造血器系）

人体形態機能病態学Ⅷ（代謝・内分泌系、脳・神経系）
いんこう

人体形態機能病態学Ⅸ（感覚器系（耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科））

人体形態機能病態学Ⅹ（精神疾患、小児疾患）

人体形態機能病態学ⅩⅠ（女性生殖器系疾患、母性疾患）

１

１

１

１

１

１

１

疾病の成り立ちと回復の促進 代謝・栄養学Ⅰ

代謝・栄養学Ⅱ

薬理学

関連医学（放射線医学、麻酔法・救急医学、リハビリテーション医学）

１

１

１

１

健康支援と社会保障制度 地域保健Ⅰ

地域保健Ⅱ

保健医療システムⅠ

保健医療システムⅡ

社会福祉Ⅰ

社会福祉Ⅱ

１

１

１

１

１

１

計 ２１

専

門

分

野

Ⅰ

基礎看護学 基礎看護学概論（看護の対象・目的・機能と役割）

基礎看護学方法論Ⅰ（人間関係成立の技術）

基礎看護学方法論Ⅱ（安全管理技術、感染予防技術）

基礎看護学方法論Ⅲ（フィジカルアセスメント）

基礎看護学方法論Ⅳ（活動・休息援助技術、環境調整技術）

基礎看護学方法論Ⅴ（清潔・衣生活援助技術）
せつ

基礎看護学方法論Ⅵ（食生活援助技術、排泄援助技術）

基礎看護学方法論Ⅶ（呼吸・循環を整える技術）

基礎看護学方法論Ⅷ（救命救急処置技術）

基礎看護学方法論Ⅸ（診察・検査の援助技術、創傷管理技術）

基礎看護学方法論Ⅹ（与薬の技術）

基礎看護方法論ⅩⅠ（看護過程）

基礎看護学方法論ⅩⅡ（看護倫理）

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

臨地実習 基礎看護学実習Ⅰ

基礎看護学実習Ⅱ

１

２

計 １６

専

門

分

野

Ⅱ

成人看護学 成人看護学概論（成人看護の対象・目的・機能と役割）

成人看護学方法論Ⅰ（消化器系）

成人看護学方法論Ⅱ（呼吸器系、感染症）

成人看護学方法論Ⅲ（循環器系、脳・神経系）
こう

成人看護学方法論Ⅳ（代謝・内分泌系、膠原病）
じん

成人看護学方法論Ⅴ（腎・泌尿器系、血液・造血器系）

１

１

１

１

１

１

老年看護学 老年看護学概論（老年看護の対象・目的・機能と役割）

老年看護学方法論Ⅰ（高齢者の特徴と健康生活維持のための援助）

老年看護学方法論Ⅱ（健康障害時の看護、運動器系、感覚器系）

老年看護学方法論Ⅲ（健康障害時や健康生活維持のための看護、看護過程の展開）

１

１

１

１

小児看護学 小児看護学概論（小児看護の対象・目的・機能と役割）

小児看護学方法論Ⅰ（成長発達と健康増進のための看護）

小児看護学方法論Ⅱ（健康を障害された小児の看護、治療処置別看護）

小児看護学方法論Ⅲ（疾患を持つ小児の看護）

１

１

１

１

母性看護学 母性看護学概論Ⅰ（母性看護の対象理解）

母性看護学概論Ⅱ（母子に関する保健）
じょく

母性看護学方法論Ⅰ（妊婦・産婦・褥婦及び新生児の看護）

１

１

１
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母性看護学方法論Ⅱ（周産期の看護技術と看護過程の展開） １

精神看護学 精神看護学概論（精神看護の対象・目的・機能と役割）

精神看護学方法論Ⅰ（健康保持・増進の看護）

精神看護学方法論Ⅱ（健康障害時の看護）

精神看護学方法論Ⅲ（看護過程の展開）

１

１

１

１

臨地実習 成人看護学実習Ⅰ

成人看護学実習Ⅱ

成人看護学実習Ⅲ

老年看護学実習Ⅰ

老年看護学実習Ⅱ

小児看護学実習

母性看護学実習

精神看護学実習

２

２

２

２

２

２

２

２

計 ３８

統

合

分

野

在宅看護論 在宅看護概論（在宅看護の対象・目的・機能と役割）

在宅看護方法論Ⅰ（在宅看護の実際）

在宅看護方法論Ⅱ（在宅看護技術）

在宅看護方法論Ⅲ（看護過程の展開）

１

１

１

１

看護の統合と実践 医療安全

看護管理

看護研究

看護技術演習

１

１

１

１

臨地実習 在宅看護論実習

看護の統合と実践実習

２

２

計 １２

合 計 １０１

附 則

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。

２ 第２条の規定による改正後の愛媛県立看護専門学校学則別表の規定は、この規則の施行の日以後に愛媛県立看護専門学校に入学する者

又は当該者の属する年次の在学生となる者（同日前に同校に入学した者を除く。）に係る授業科目及び単位数について適用し、同日前に

同校に入学した者又は当該者の属する年次の在学生となる者に係る授業科目及び単位数については、なお従前の例による。

�愛媛県規則第２１号
愛媛県へき地医療医師確保奨学基金条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２１年３月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県へき地医療医師確保奨学基金条例施行規則の一部を改正する規則

第１条 愛媛県へき地医療医師確保奨学基金条例施行規則（平成１８年愛媛県規則第３０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県医師確保奨学基金条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県医師確保奨学基金条例 （平

成１８年愛媛県条例第１５号。以下「条例」という。）の施行に関し

必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この規則において「大学」、「医学生」又は「初期臨床研

修」とは、それぞれ条例第３条第１号に規定する大学、医学生又

は初期臨床研修をいう。

愛媛県へき地医療医師確保奨学基金条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県へき地医療医師確保奨学基金条例（平

成１８年愛媛県条例第１５号。以下「条例」という。）の施行に関し

必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この規則において「大学」とは、学校教育法（昭和２２年法

律第２６号）第１条に規定する大学（同法第９７条に規定する大学院

を除く。）をいう。
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（知事が指定する医療機関等）

第３条 知事は、次に掲げる県内の医療機関等 のうちから、

条例第１条の目的を達成するため、条例第３条各号に規定する医

療機関等として指定することができる。

�～� 省略

� その他県内の医療 を確保するために設置されている機

関

（奨学金の貸与者）

第４条 条例第３条第１号の規則で定める者 は、次に掲げる期間

を通じてへき地医療医師確保奨学金（以下「へき地医療奨学金」

という。）の貸与を受けようとする者とする。

�・� 省略

２ 条例第３条第２号の規則で定める者は、次に掲げる期間のうち

連続する２年間又は３年間（大学卒業から医師の免許を取得する

までの期間を除く。）を通じて地域医療医師確保短期奨学金（以

下「地域医療奨学金」という。）の貸与を受けようとする者とす

る。

� 大学の医学を履修する課程における第５年次以上から当該大

学を卒業するまでの正規の修業期間

� 初期臨床研修を受けている期間（２年を限度とする。）

� 初期臨床研修の修了後に行う専門的な臨床研修等（３年を超

えない範囲で知事が認めるものに限る。以下「後期臨床研修」

という。）を県内の医療機関等において受けている期間

（奨学金の金額）

第５条 奨学金の金額は、次の各号に掲げる奨学金の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額 とする。

� へき地医療奨学金 大学在学期間中にあっては月額１０万円、

初期臨床研修期間中にあっては月額４万円

� 地域医療奨学金 月額１０万円

（奨学金の貸与の期間及び方法）

第６条 奨学金を貸与する期間は、次の各号に掲げる奨学金の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める期間

とする。

� へき地医療奨学金 第９条第２項の規定により知事が奨学金

の貸与の適否を決定した日の属する月（知事が特に必要と認め

る場合は、当該貸与を決定した日の属する年度の４月）から初

期臨床研修を修了する日の属する月まで

� 地域医療奨学金 第９条第２項の規定により知事が奨学金の

貸与の適否を決定した日の属する月（知事が特に必要と認める

場合は、当該貸与を決定した日の属する年度の４月）から２年

又は３年を経過する月（後期臨床研修を受けない者で貸与の期

間中に初期臨床研修を修了する日が到来する場合にあっては当

該初期臨床研修を修了する日の属する月、後期臨床研修を受け

る者で貸与の期間中に後期臨床研修を修了する日が到来する場

合にあっては当該後期臨床研修を修了する日の属する月）まで

２ この規則において「初期臨床研修」とは、医師法（昭和２３年法

律第２０１号）第１６条の２第１項に規定する臨床研修をいう。

３ この規則において「後期臨床研修」とは、初期臨床研修の修了

後に行う専門的な臨床研修等（３年を超えない範囲で知事が認め

るものに限る。）をいう。

４ この規則において「指定医療機関等」とは、次条の規定により

知事の指定を受けた県内のへき地医療機関等をいう。

（指定医療機関等）

第３条 知事は、次に掲げる県内のへき地医療機関等のうちから、

条例第１条の目的を達成するため、指定医療機関等

として指定することができる。

�～� 省略

� その他県内のへき地医療を確保するために設置されている機

関

（奨学金の貸与者）

第４条 条例第３条 の規則で定めるものは、次に掲げる期間

を通じてへき地医療医師確保奨学金（以下「奨学金 」

という。）の貸与を受けようとする者とする。

�・� 省略

（奨学金の金額）

第５条 奨学金の金額は、大学在学期間中にあっては月額１０万円、

初期臨床研修期間中にあっては月額４万円とする。

（奨学金の貸与の期間及び方法）

第６条 奨学金を貸与する期間は、第９条第２項の規定により知事

が奨学金の貸与の適否を決定した日の属する月（知事が特に必要

と認める場合は、当該貸与を決定した日の属する年度の４月）か

ら初期臨床研修を修了する日の属する月までとする。
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２ 省略

（貸与の申請）

第７条 奨学金の貸与を受けようとする者は、へき地医療奨学金に

あってはへき地医療医師確保奨学金貸与申請書（様式第１号）

に、地域医療奨学金にあっては地域医療医師確保短期奨学金貸与

申請書（様式第２号）に次に掲げる書類を添えて知事に提出しな

ければならない。

� 身上調書（様式第３号）

� 医学生にあっては大学の学業成績証明書、初期臨床研修又は

後期臨床研修を受けている者にあっては研修期間、研修内容等

を証明する書類

� 医学生にあっては大学又は学部の長の推薦書（医学生用）

（様式第４号）、初期臨床研修又は後期臨床研修を受けている

者にあっては研修を受ける医療機関等の長の推薦書（研修医

用）（様式第５号）

� 本人の戸籍抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書

�・� 省略

２ 省略

（貸与の取消し及び休止）

第１０条 知事は、へき地医療奨学金の貸与を受けた者

が次の各号のいずれかに該当することとなった

ときは、へき地医療奨学金の貸与を取り消すものとする。

�～� 省略

� へき地医療奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。

� 省略

� 第４条第１項各号に掲げる期間が満了するまでに死亡したと

き。

� その他第４条第１項各号に掲げる期間が満了するまでにへき

地医療奨学金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認

められるとき。

２ 知事は、地域医療奨学金の貸与を受けた者が次の各号のいずれ

かに該当することとなったときは、地域医療奨学金の貸与を取り

消すものとする。

� 大学の課程を退学し、又は初期臨床研修若しくは後期臨床研

修を中止したとき。

� 正当な理由がなく、大学卒業後２年以内に医師の免許を取得

しなかったとき。

� 正当な理由がなく、医師免許を取得後、直ちに初期臨床研修

を開始しないとき。

� 地域医療奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。

� 心身の故障のため、大学の課程の履修又は初期臨床研修若し

くは後期臨床研修を継続する見込みがなくなったと認められる

とき。

� 第４条第２項各号に掲げる期間が満了するまでに死亡したと

き。

� その他第４条第２項各号に掲げる期間が満了するまでに地域

医療奨学金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認め

られるとき。

３ 知事は、へき地医療奨学金の貸与を受けた者が大学の課程を休

学し、若しくは停学の処分を受け、又は初期臨床研修を中断した

ときは、休学し、若しくは停学の処分を受けた日又は初期臨床研

修を中断した日の属する月の翌月分から復学し、又は初期臨床研

修を再開した日の属する月の分までの間、へき地医療奨学金の貸

２ 省略

（貸与の申請）

第７条 奨学金の貸与を受けようとする者は、

へき地医療医師確保奨学金貸与申請書（様式第１号）

に次に掲げる書類を添えて知事に提出しな

ければならない。

� 大学の学業成績証明書

� へき地医療医師確保奨学金貸与者推薦調書（様式第２号）

� 本人の戸籍抄本

� 本人の履歴書

�・� 省略

２ 省略

（貸与の取消し及び休止）

第１０条 知事は、奨学金 の貸与を受けた者（以下「被貸

与者」という。）が次の各号のいずれかに該当するに至った

ときは、奨学金 の貸与を取り消すものとする。

�～� 省略

� 奨学金 の貸与を受けることを辞退したとき。

� 省略

� 第４条各号 に掲げる期間が満了するまでに死亡したと

き。

� その他第４条各号 に掲げる期間が満了するまでに奨学

金 の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認

められるとき。

２ 知事は、被貸与者 が大学の課程を休

学し、若しくは停学の処分を受け、又は初期臨床研修を中断した

ときは、休学し、若しくは停学の処分を受けた日又は初期臨床研

修を中断した日の属する月の翌月分から復学し、又は初期臨床研

修を再開した日の属する月の分までの間、奨学金 の貸
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与を休止するものとする。この場合において、これらの月の分と

して既に貸与されたへき地医療奨学金があるときは、そのへき地

医療奨学金は、当該へき地医療奨学金の貸与を受けた者が復学

し、又は初期臨床研修を再開した日の属する月の翌月以後の分と

して貸与されたものとみなす。

４ 知事は、地域医療奨学金の貸与を受けた者が大学の課程を休学

し、若しくは停学の処分を受け、又は初期臨床研修若しくは後期

臨床研修を中断したときは、休学し、若しくは停学の処分を受け

た日又は初期臨床研修若しくは後期臨床研修を中断した日の属す

る月の翌月分から復学し、又は初期臨床研修若しくは後期臨床研

修を再開した日の属する月の分までの間、地域医療奨学金の貸与

を休止するものとする。この場合において、これらの月の分とし

て既に貸与された地域医療奨学金があるときは、その地域医療奨

学金は、当該地域医療奨学金の貸与を受けた者が復学し、又は初

期臨床研修若しくは後期臨床研修を再開した日の属する月の翌月

以後の分として貸与されたものとみなす。

（借用証書の提出）

第１１条 へき地医療奨学金又は地域医療奨学金の貸与を受けた者

（以下「被貸与者」という。被貸与者が死亡したときは、その保

証人）は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ち

に貸与を受けた奨学金の全額について、保証人と連署した借用証

書（様式第６号）に奨学金の貸与の日及び額が確認できる書類並

びに保証人の印鑑証明書を添えて、知事に提出しなければならな

い。

� 奨学金の貸与を受ける期間が満了したとき。

� 前条第１項又は第２項の規定により奨学金の貸与を取り消さ

れたとき。

（後期臨床研修の承認）

第１２条 被貸与者は、後期臨床研修を受けようとするときは、当該

研修の開始の３月前までに後期臨床研修計画書（様式第７号）に

当該医療機関等の開設者又は管理者の承諾書を添えて、知事に提

出し、その承認を受けなければならない。

（返還の免除の申請等）

第１３条 条例第５条又は第６条の規定により奨学金の返還の支払の

全部又は一部の免除を受けようとする者は、へき地医療医師確保

奨学金（地域医療医師確保短期奨学金）返還免除申請書（様式第

８号）に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならな

い。

� 条例第５条第１号に規定する業務（以下「業務」という。）

に従事した期間がある場合は、業務従事証明書（様式第９号）

� 省略

２ 省略

（返還）

第１５条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与

を受けた奨学金の額に、貸与を受けた日の翌日から返還の日まで

の日数に応じ、当該貸与を受けた奨学金の額につき年１０パーセン

トの割合で計算した利息を加えた額を知事の定める日（次項にお

いて「返還期日」という。）までに一括して返還しなければなら

ない。

� 第１０条第１項又は第２項の規定により奨学金の貸与を取り消

されたとき。

� 省略

� 死亡したとき（第１０条第１項第６号及び同条第２項第６号の

場合を除く。）。

与を休止するものとする。この場合において、これらの月の分と

して既に貸与された奨学金 があるときは、その奨学金

は、当該被貸与者 が復学

し、又は初期臨床研修を再開した日の属する月の翌月以後の分と

して貸与されたものとみなす。

（借用証書の提出）

第１１条 被貸与者

は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ち

に貸与を受けた奨学金の全額について、保証人と連署した借用証

書（様式第３号）に

保証人の印鑑証明書を添えて、知事に提出しなければならな

い。

� 第４条第２号に掲げる期間が満了したとき。

� 前条第１項 の規定により奨学金の貸与を取り消さ

れたとき。

（後期臨床研修の承認）

第１２条 被貸与者は、後期臨床研修を受けようとするときは、当該

研修の開始の３月前までに後期臨床研修計画書（様式第４号）に

当該医療機関等の開設者又は管理者の承諾書を添えて、知事に提

出し、その承認を受けなければならない。

（返還の免除の申請等）

第１３条 条例第５条又は第６条の規定により奨学金の返還の支払の

全部又は一部の免除を受けようとする者は、へき地医療医師確保

奨学金返還免除申請書（様式第５号）

に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならな

い。

� 条例第５条第１号に規定する業務（以下「業務」という。）

に従事した期間がある場合は、業務従事証明書（様式第６号）

� 省略

２ 省略

（返還）

第１５条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与

を受けた奨学金の額に、貸与を受けた日の翌日から返還の日まで

の日数に応じ、当該貸与を受けた奨学金の額につき年１０パーセン

トの割合で計算した利息を加えた額を知事の定める日（次項にお

いて「返還期日」という。）までに一括して返還しなければなら

ない。

� 第１０条第１項 の規定により奨学金の貸与を取り消

されたとき。

� 省略

� 死亡したとき（第１０条第１項第６号 の

場合を除く。）。

愛 媛 県 報平成２１年３月３１日 第２０５２号

３４５



�・� 省略

２ 省略

（返還の猶予）

第１６条 省略

２ 前項の規定による返還の猶予を受けようとする者は、へき地医

療医師確保奨学金（地域医療医師確保短期奨学金）返還猶予申請

書（様式第１０号）に、同項に規定する理由を証する書類を添え

て、知事に提出しなければならない。

３ 省略

（退学等の届出）

第１７条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、届出

書（様式第１１号）にその該当する事実を証する書類を添えて、当

該事実が発生した日から１０日以内に知事に提出しなければならな

い。

�～� 省略

� 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第９７条に規定する大学院

に 入学したとき。

� 条例第３条各号の規定により知事が指定する医療機関等を退

職したとき。

� 条例第３条各号の規定により知事が指定する医療機関等の医

師としての業務に耐えない程度の心身の故障を生じたとき。

�・� 省略

� 医師法（昭和２３年法律第２０１号）第７条第２項の規定による

処分を受けたとき。

	 省略

（死亡の届出）

第１８条 被貸与者が死亡したときは、その者の遺族又は保証人は、

被貸与者死亡届出書（様式第１２号）に死亡を証する戸籍抄本若し

くは戸籍に記載した事項に関する証明書又は死亡診断書を添え

て、知事に提出しなければならない。

（保証人の変更）

第１９条 被貸与者は、保証人が死亡したとき、又は保証人に破産手

続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき

は、保証人変更届出書（様式第１３号）に新たに保証人となる者の

印鑑証明書を添えて、知事に提出しなければならない。

様式第１号（第７条関係） へき地医療医師確保奨学金貸与申請書

�・� 省略

２ 省略

（返還の猶予）

第１６条 省略

２ 前項の規定による返還の猶予を受けようとする者は、へき地医

療医師確保奨学金返還猶予申請書（様式第７号）

に、同項に規定する理由を証する書類を添え

て、知事に提出しなければならない。

３ 省略

（退学等の届出）

第１７条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、届出

書（様式第８号）にその該当する事実を証する書類を添えて、当

該事実が発生した日から１０日以内に知事に提出しなければならな

い。

�～� 省略

� 学校教育法 第９７条に規定する大学院

に進学し、又は入学したとき。

� 指定医療機関等 を退

職したとき。

� 大学における修学、初期臨床研修、後期臨床研修又は

業務に耐えない程度の心身の故障を生じたとき。

�・� 省略

� 医師法 第７条第２項の規定による

処分を受けたとき。

	 省略

（保証人の変更）

第１８条 被貸与者は、保証人が死亡したとき、又は保証人に破産手

続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき

は、保証人変更届出書（様式第９号）に新たに保証人となる者の

印鑑証明書を添えて、知事に提出しなければならない。

様式第１号（第７条関係） へき地医療医師確保奨学金貸与申請書

省略

へき地医療医師確保奨学金の貸与を受けたいので、関係書

類を添えて申請します。

なお、貸与を受けることとなったときは、愛媛県医師確保

奨学基金条例 （平成１８年愛媛県条例第１５号）及び

愛媛県医師確保奨学基金条例施行規則 （平成１８年

愛媛県規則第３０号）の規定を遵守し、将来、同条例第３条第

１号の規定により知事が指定する医療機関等において医師と

しての業務に従事します。

また、規定により、奨学金の返還の債務が生じたときは、

期限内に確実に返済します。

省略

へき地医療医師確保奨学金の貸与を受けたいので、関係書

類を添えて申請します。

なお、貸与を受けることとなったときは、愛媛県へき地医

療医師確保奨学基金条例（平成１８年愛媛県条例第１５号）及び

愛媛県へき地医療医師確保奨学基金条例施行規則（平成１８年

愛媛県規則第３０号）の規定を遵守し、将来、指定医療機関等

において医師と

しての業務に従事します。

また、規定により、奨学金の返還の債務が生じたときは、

期限内に確実に返済します。

省略 省略

注 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略


 身上調書（様式第３号）

� 推薦書（医学生用）（様式第４号）

注 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略


 へき地医療医師確保奨学金貸与者推薦調書（様式第２

号）

愛 媛 県 報平成２１年３月３１日 第２０５２号

３４６



� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

様式第４号（第７条、様式第１号、様式第２号関係） 推薦書（医

学生用）

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

様式第２号（第７条、様式第１号関係） へき地医療医師確保奨学

金貸与者推薦調書

推 薦 書（医学生用） へき地医療医師確保奨学金貸与者推薦調書

省略 省略

省略 省略 省略 省略

生年月日 年 月 日 （満 歳） 生年月日 年 月 日生（満 歳）

省略 省略

上記の者は、へき地医療医師確保奨学金（地域医療医師

確保短期奨学金）貸与者として適当と認められますので推薦

をします。

省略

上記の者は、へき地医療医師確保奨学金貸与者

として適当と認められますので推薦

をします。

省略

注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２ 不要の文字は、抹消すること。

様式第６号 省略

様式第７号 省略

様式第８号 省略

様式第９号（第１３条、様式第８号関係） 業務従事証明書

注 ２名以上の推薦の場合は、「その他意見」の欄に推薦順位

を記載すること。

様式第３号 省略

様式第４号 省略

様式第５号 省略

様式第６号（第１３条、様式第５号関係） 業務従事証明書

省略

下記の者は、当医療機関等において業務に従事した こ

とを証明します。

省略

下記の者は、当医療機関等において業務に従事していたこ

とを証明します。

省略 省略

業務に従事した期

間中に休職をし、

又は停職にされた

期間があったとき

は、その期間、月

数及びその理由

省略 業務に従事した期

間中に休職期間

があったとき

はその 期間、月

数及びその理由

省略

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

様式第１０号（第１６条関係） へき地医療医師確保奨学金（地域医療

医師確保短期奨学金）返還猶予申請書

様式第７号（第１６条関係） へき地医療医師確保奨学金返還猶予申

請書

へき地医療医師確保奨学金（地域医療医師確保

短期奨学金）返還猶予申請書

省略

へき地医療医師確保奨学金返還猶予申請書

省略

省略 省略

奨学金の貸与額 省略 奨学金の返還未済額 省略

省略 省略

在学する大学又は在

職する法人等

の名称

省略 在学する大学又は在

職する病院若しくは

診療所等の名称

省略

省略 省略

注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２ 不要の文字は、抹消すること。

３ 省略

様式第１１号 省略

様式第１３号（第１９条関係） 保証人変更届出書

注 省略

様式第８号 省略

様式第９号（第１８条関係） 保証人変更届出書

愛 媛 県 報平成２１年３月３１日 第２０５２号

３４７



省略 省略

新

連

帯

保

証

人

省略 新

保

証

人

省略

届出者の貸付決定番号 年度第 号に係るへき

地医療医師確保奨学金（地域医療医師確保短期奨学金）

については、本人と連帯して返還の債務を負担します。

申請者が貸与を受けるへき地医療医師確保奨学金

については、本人と連帯して返還の債務を負担します。

旧

連

帯

保

証

人

省略

旧

保

証

人

省略

省略 省略

注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２ 不要の文字は、抹消すること。

３ 新たに保証人となる者の印鑑証明書を添付すること。 注 新保証人 の印鑑証明書を添付すること。

第２条 愛媛県へき地医療医師確保奨学基金条例施行規則の一部を次のように改正する。

様式第１号の次に次の２様式を加える。

愛 媛 県 報平成２１年３月３１日 第２０５２号

３４８



様式第２号（第７条関係） 地域医療医師確保短期奨学金貸与申請書

愛 媛 県 報平成２１年３月３１日 第２０５２号

３４９



愛 媛 県 報平成２１年３月３１日 第２０５２号

３５０



様式第３号（第７条、様式第１号、様式第２号関係） 身上調書

愛 媛 県 報平成２１年３月３１日 第２０５２号

３５１



様式第４号の次に次の１様式を加える。

愛 媛 県 報平成２１年３月３１日 第２０５２号

３５２



様式第５号（第７条、様式第１号、様式第２号関係） 推薦書（研修医用）

愛 媛 県 報平成２１年３月３１日 第２０５２号

３５３



様式第６号を次のように改める。

愛 媛 県 報平成２１年３月３１日 第２０５２号

３５４



様式第６号（第１１条関係） 借用証書

愛 媛 県 報平成２１年３月３１日 第２０５２号

３５５



様式第８号を次のように改める。

愛 媛 県 報平成２１年３月３１日 第２０５２号

３５６



様式第８号（第１３条関係） へき地医療医師確保奨学金（地域医療医師確保短期奨学金）返還免除申請書

愛 媛 県 報平成２１年３月３１日 第２０５２号

３５７



様式第１１号の次に次の１様式を加える。

愛 媛 県 報平成２１年３月３１日 第２０５２号

３５８



様式第１２号（第１８条関係） 被貸与者死亡届出書

愛 媛 県 報平成２１年３月３１日 第２０５２号

３５９



��������������
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附 則

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第２２号
薬事法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２１年３月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

薬事法施行細則の一部を改正する規則

薬事法施行細則（昭和３６年愛媛県規則第４４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（提出する書類の経由）

第２条 法、令、省令及びこの規則の規定により提出する書類は、

その者の薬局若しくは店舗の所在地又は受験者の住所地を管轄す

る保健所長（松山市の区域にあつては、松山保健所長）を経由

し、他の都道府県に住所を有する配置販売業者及びその配置員並

びに登録販売者試験の受験者並びに医薬品等の製造販売業者（薬

局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。）、医薬品等の製造業

者（薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。）及び医療機器の修

理業者にあつては、直接提出しなければならない。ただし、薬局

の所在地が松山市の区域内である場合にあつては、法第８条の２

第１項及び第２項の規定により知事に提出する報告書は、直接提

出しなければならない。

（許可更新申請書の提出期間）

第３条 省令

第２３条及び第３０条の規定による許可更新申請書の

提出は、許可の有効期間満了 １箇月前までにするも

のとする。

（提出する書類の経由）

第２条 法、令、省令及びこの規則の規定により提出する書類は、

その者の薬局若しくは店舗の所在地又は受験者の住所地を管轄す

る保健所長（松山市の区域にあつては、松山保健所長）を経由

し、他の都道府県に住所を有する配置販売業者及びその配置員並

びに登録販売者試験の受験者並びに医薬品等の製造販売業者（薬

局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。）、医薬品等の製造業

者（薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。）及び医療機器の修

理業者にあつては、直接提出しなければならない。

（許可更新申請書の提出期間）

第３条 省令第６条（省令第１４１条及び第１５３条において準用する場

合を含む。）、第２３条及び第３０条の規定による許可更新申請書の

提出は、許可の有効期間満了２箇月前から１箇月前までにするも

のとする。

附 則

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第２３号
愛媛県食の安全安心推進条例施行規則を次のように定める。

平成２１年３月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県食の安全安心推進条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県食の安全安心推進条例（平成２０年愛媛県条例第７１号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定め

るものとする。

（自主回収の着手又は終了の報告）

第２条 条例第２２条第１項本文の規定による報告は、自主回収着手報告書（様式第１号）を提出して行わなければならない。

２ 前項の報告書には、次に掲げる写真及び書類を添付しなければならない。

� 回収する食品等を撮影した写真があるときは、その写真

� 回収する食品等に表示事項があるときは、その表示事項を記載した書類

� 新聞、ラジオ放送、テレビジョン放送、インターネットその他の方法により広告をする場合は、その広告の内容を記載した書類

３ 条例第２２条第３項の規定による報告は、自主回収終了報告書（様式第２号）を提出して行わなければならない。

４ 第１項及び前項の規定により知事に提出する書類は、次の表の左欄に掲げる回収理由の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる機関

を経由しなければならない。この場合において、経由すべき機関が２以上あるときは、それらの機関のうち、いずれかの機関を経由すれ

ば足りる。
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回 収 理 由 機 関

食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）又は健康増進法（平成１４年法律第１０３

号）の規定に違反し、又は違反するおそれがあること。

事業所、事務所その他の事業に係る施設又は場所（以下「事業所等」とい

う。）の所在地を管轄する保健所長

農薬取締法（昭和２３年法律第８２号）、農林物資の規格化及び品質表示の適

正化に関する法律（昭和２５年法律第１７５号）又は不当景品類及び不当表示

防止法（昭和３７年法律第１３４号）の規定に違反し、又は違反するおそれが

あること。

事業所等の所在地を管轄する地方局長

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和２８年法律第３５号）

又は薬事法（昭和３５年法律第１４５号）の規定に違反し、又は違反するおそ

れがあること。

事業所等の所在地を管轄する家畜保健衛生所長

計量法（平成４年法律第５１号）の規定に違反し、又は違反するおそれがあ

ること。

計量検定所長

（危害情報の申出）

第３条 条例第２５条第１項の規定による申出は、次に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。

� 申出者の氏名及び住所

� 申出の内容及び理由

（推進県民会議の会長及び副会長）

第４条 愛媛県食の安全安心推進県民会議（以下「推進県民会議」という。）に会長及び副会長１人を置く。

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

３ 会長は、推進県民会議を代表し、会務を総理する。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

（推進県民会議の会議）

第５条 推進県民会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

２ 推進県民会議の会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

３ 推進県民会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（推進県民会議の庶務）

第６条 推進県民会議の庶務は、保健福祉部において処理する。

（会長への委任）

第７条 前３条に定めるもののほか、推進県民会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進県民会議に諮って定める。

（補則）

第８条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

附 則

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、第２条及び第３条の規定は、同年１０月１日から施行する。
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様式第１号（第２条、様式第２号関係） 自主回収着手報告書

（表）
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（裏）
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様式第２号（第２条関係） 自主回収終了報告書

（表）
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（裏）
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